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１．主　　催　第９回美し国三重市町対抗駅伝実行委員会
２．協　　力　三重県警察本部、津・津南・松阪・伊勢警察署、三重県スポーツ推進委員協議会 
３．後　　援　三重テレビ放送　三重エフエム放送
４．特別協賛　ＪＡバンク三重
５．協　　賛　ＮＴＴ西日本三重支店　HondaCars三重北　ＡＧＦ鈴鹿株式会社
６．趣　　旨　県内のスポーツ推進を図るため、ジュニア世代の発掘・育成と、スポーツを「する」「み
　　　　　　　る」「支える」全ての県民の意識高揚を目的として開催します。あわせて、県内各市町の
　　　　　　　活性化及び市町相互のさらなる交流・連携の促進を目指します。
７．期　　日　平成28年２月21日（日）　８時45分スタート、雨天決行
８．コ ー ス　県庁前（津市）～｢三重交通G　スポーツの杜伊勢｣　補助競技場（伊勢市）10区間　　　
　　　　　　　42.195㎞

９．参加資格　（1）競技者は平成27年12月１日現在、各市町に在住または勤務している者とする。但し、
　　　　　　　　　　小・中・ジュニア・大学生は保護者の居住地から出場するものとする。
　　　　　　　　　　なお、ジュニア及び大学生は中学卒業時の保護者の居住地も認める。
　　　　　　　　　　（優先順位は現在の保護者の居住地とする）   
　　　　　　　　　　また、組合立に通う中学生は、学校所在地からの出場も認める。
　　　　　　　　　　（優先順位は保護者の居住地）
　　　　　　　（2）小・中学生、ジュニア、大学生以外の者で他県・他市町在住の者であっても、出身中
　　　　　　　　　　学校所在地の市町から２名以内の出場を認める。但し、出身中学校が組合立または国
　　　　　　　　　　立、私立の場合には卒業時に保護者が居住していた市町村とする。   
　　　　　　　（3）①小学生については、５年生、６年生とする。   
 　　　　　　②ジュニアとは平成８年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた競技者をいう。
 　　　　　　③20歳以上とは平成８年４月１日以前に生まれた競技者をいう。   
 　　　　　　④40歳以上とは昭和51年４月１日以前に生まれた競技者をいう。   
 　　　　　　⑤一般女子とは平成15年４月１日以前に生まれた女性競技者をいう。  
　　　　　　　（4）複数のチームから参加依頼のある就労者は①出身地、②現住所、③勤務地の順で裁定
　　　　　　　　　 する。
　　　　　　　（5）競技者資格については、主催者による資格審査を行う。   
　　　　　　　（6）市町交流選手制度の規定を別に定める。   
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※ 関係機関等との協議により変更が生じる場合があります。
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朝日町代表選手を募集します！
　平成28年２月21日（日）に開催予定の「第９回美し国三重市町対抗駅伝」に出場いただける選手を募
集いたします！「我こそは！」と、思われる方は是非、教育委員会までご連絡ください。
（TEL 377－5657　FAX 377－2790）　締め切りは８月31日（月）


